
 

・冠婚葬祭などの急な用事のため、日中、子どもを見る事ができない。

・育児に対する心理的、肉体的負担を解消したい。 

・就職活動などで、家庭における保育ができない   などなど 

  みずほ保育園の一時保育をご利用ください。 

  緊急の事由等により育児ができない場合、一時的に保育園で 

  保育をさせていただきます 

◎所在地  社会福祉法人 城東福祉会 みずほ保育園  【担当：園長 伊藤】 
  受 付          宮津市宮村 1247 番地   TEL 0772-22-1144 
            
◎開園時間  午前 7 時から午後 8 時まで（保育園の開園時間） 
 
◎利用料金   1 時間 400 円（ 高 1 日 3,200 円。 3 歳以上児は 3,100 円） 
        その他の食事代などの別料金は徴収いたしません。 
        ただし、午後 6 時以降の保育の場合のみ、別料金をいただきます。 
 
◎準備物   着替え、ビニール袋（汚れものを入れます）等 （お昼寝ふとん）  
       その他、必要と思われる物   ※上靴は使用いたしません。 
        
◎ご利用にあたって、事前に「一時保育利用申請書」をご記入いただくと共に、担当保育士が 
        お子様の簡単な日常生活の聞き取り調査を行います。（印鑑をご持参ください）

 
◎その他 ご不明な点、詳しくお知りになりたい方はみずほ保育園までお問い合わせください。

そういった育児に対するお悩みをお持ちの方は・・ 

みずほ保育園の一時保育について 


